
内
閣
衆
質
一
六
四
第
四
四
号

平
成
十
八
年
二
月
十
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
北
方
四
島
の
管
轄
権
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
十
日
受
領

答

弁

第

四

四

号



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
北
方
四
島
の
管
轄
権
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

北
方
四
島
に
対
す
る
管
轄
権
な
ど
に
関
す
る
質
問
主
意
書
（
平
成
十
七
年
十
月
三
十
一
日
提
出
質
問
第
五
三
号
。
以
下
「
質

問
主
意
書
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
御
指
摘
の
質
問
に
つ
い
て
は
、
質
問
主
意
書
の
提
出
を
受
け
て
外
務
省
に
お
い
て
行
っ
た

調
査
に
基
づ
き
、
衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
北
方
四
島
に
対
す
る
管
轄
権
な
ど
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
（
平

成
十
七
年
十
一
月
四
日
内
閣
衆
質
一
六
三
第
五
三
号
。
以
下
「
答
弁
書
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
答
弁
し
た
も
の
で
あ
る
。

二
か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て

答
弁
書
の
十
一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
外
務
省
職
員
が
釣
り
の
「
許
可
証
」
を
求
め
た
事
実
に
つ
い
て
は
確
認
さ

れ
て
い
な
い
が
、
平
成
八
年
八
月
、
支
援
委
員
会
を
通
じ
た
支
援
で
あ
る
択
捉
島
に
お
け
る
プ
レ
ハ
ブ
仮
設
レ
ン
ト
ゲ
ン
室

建
設
の
作
業
に
同
行
し
て
い
た
外
務
省
職
員
が
、
同
レ
ン
ト
ゲ
ン
室
建
設
作
業
員
の
要
望
を
受
け
て
釣
り
を
行
う
た
め
の
便

宜
を
図
っ
た
と
こ
ろ
、
事
後
的
に
「
中
央
ク
リ
ル
漁
業
資
源
監
督
局
」
が
発
給
し
た
「
許
可
証
」
を
一
方
的
に
渡
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
事
実
は
確
認
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
事
実
に
関
す
る
対
外
応
答
要
領
は
、
外
務
省
に
お
い
て
作
成
さ
れ
て

お
り
、
こ
の
対
外
応
答
要
領
に
お
い
て
は
、
当
該
外
務
省
職
員
が
「
中
央
ク
リ
ル
漁
業
資
源
監
督
局
」
か
ら
「
許
可
証
」
を

一



受
け
取
っ
た
こ
と
は
、
適
切
さ
を
欠
く
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

二


